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　し尿の収集運搬業務を安定的に維持していくため、令和７年４月１日より次のとおりし尿くみ
取り料金が改定されますので、ご理解とご協力をお願いします。

　　生活環境課環境推進係 ☎62‐1110問

　　市民課市民係 ☎62‐1114問

　　　　文化スポーツ課スポーツ振興係 ☎62‐3800問申

日時 23月　　     日

し尿くみ取り料金　改定されます!が

農地の貸し借りの方法が変わります！
令和7年 3月申し込み分から

　令和７年３月以降、農用地利用集積計画に基づく「貸し手（農地の所有者）」、「受け手（借受人）」
の２者による利用権設定手続きができなくなり、農地中間管理機構（秋田県農業公社）を介した貸借
に一本化されます。なお、農地法第３条に基づく農業委員会許可による貸借は、従来どおりです。
今後、農地を貸し借りする場合は以下の２種類の方法になります。

▲詳しくはこちら

10時～13時日

北欧の杜公園（イベント広場）場所

申込書は市内各体育館・ホームページにあります
申込締切 ２ ６月　　日（木）

200円参加費 どなたでも参加できます！

１km／３km／５km／８km　
※自分の体力に合わせてお選びください。

２

貸しスキーは用意していません。

コース

申込み

現：基本料金　1,512円/180L（税抜） 　従量料金　  8.4円/L（税抜）
新：基本料金　1,980円/180L（税抜） 　従量料金　11.0円/L（税抜）

し尿くみ取りの依頼は
各業者へ直接お問い合
わせください。

 業　者　名     電話番号       担当区域

(有)鷹阿二清掃興業  　  62‐1553   鷹巣、森吉、阿仁

(株)二幸協同黄金社  　  72‐3422   合川、森吉

(有)みらい環境 　   63‐2439   鷹巣

予約不要・持ち物不要

■郵便局で顔写真の撮影を無料で行いますので、持参の必
　要はありません。
■郵送された二次元バーコード付の申請書をお持ちいただ
　くと、より短時間で簡単に手続きできます。
■マイナンバーカードは市役所窓口での受取となります。
■対象郵便局　
鷹巣郵便局・七日市郵便局・綴子郵便局・イオンタウン鷹
巣郵便局・坊沢郵便局・合川郵便局・下大野郵便局・下小
阿仁郵便局・李岱郵便局・米内沢郵便局・前田郵便局・浦
田郵便局・阿仁合郵便局・比立内郵便局・荒瀬郵便局

市内の郵便局で
マイナンバーカードの申請が可能です！
日 時 月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで
　　　 ※下小阿仁郵便局のみ正午から午後１時を除く。　　　
　　   （祝日および12月29日～１月３日を除く）
対 象 北秋田市に住所登録している方
　　　（有効期限切れによる再申請の方も対象）
　　　　

①農地中間管理機構（秋田県農業公社）を介す貸借
〈機構経由の３者契約〉

②農地法第３条による貸借
〈２者契約〉

農地の貸し手（所有者）

機構（秋田県農業公社）

農地の受け手（耕作者）

農地の貸し手（所有者）

農地の受け手（耕作者）

秋田県農業公社　 ☎018-893-6223
農林課農業振興係 ☎62-5514

　現在の利用権設定による２者契約の貸借期間を更新したい、または新規で設定したい場合は、２月
21日までに手続きが必要です。
◆更新・新規設定の流れ
・合意解約（農地法第18条第６項）…《窓口：農業委員会》　→・再設定…《窓口：農林課農業振興係》
・新規設定…《窓口：農林課農業振興係》
　現在契約中または２月21日までに申請し、契約された利用権による貸し借りは、貸借終期（貸借期
間の満了日）まで有効です。

農業委員会 ☎62-6609

　　農林課農業振興係 ☎62‐5514／農業委員会 ☎62‐6609問

※受け付け開始９時より。

４月１日より

マイナンバーカードと４けたの暗証番号があればマイナンバーカードと４けたの暗証番号があれば

　　市民課市民係 ☎62‐1114問

●住民票および記載事項証明　●印鑑証明
●戸籍謄本・抄本　●所得課税証明

これ、全部コンビニでとれます！

▲詳細はこちら

小規模修繕等契約希望者登録制度（定期年）

財政課財政係 ☎62‐6607問申

詳細はこちら▶

令和７・８年度

●受付期間　
２月14日（金）～３月７日（金）　※土日祝日を除く。
●対象となる修繕の種類等
①土木一式／②建築一式／③大工／④左官／⑤ガラス／⑥アルミ
建材／⑦畳／⑧建具／⑨内装、装飾／⑩塗装／⑪板金／⑫電気／
⑬管（給排水衛生設備）／⑭水道施設／⑮その他
●登録できる方
①北秋田市内に主たる事業所を有する方
②北秋田市建設業者等級格付名簿に登録されていない方
③市税等に滞納がない方
●有効期間
令和７年４月１日から２年間

第41回 県民歩くスキーのつどい第41回 県民歩くスキーのつどい


